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「固定資産税」第4期
「国民健康保険税」第5期
「後期高齢者医療保険料」第5期
「介護保険料」第5期
「住宅使用料」
「公共下水道使用料」
「農業集落排水処理施設使用料」
「利用者負担額（保育料）」
　　　の納期限となっています。

市税等は納期内に納めましょう

　市税等を口座振替で納付いただいている方は、
納期限までに口座残高の確認をお願いします。
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【問い合わせ先】
　収納課　電話42-2111(内線222)

鳥インフルエンザの発生を防止しましょう
　鳥インフルエンザウイルスは、渡り鳥によって海外から持ち込まれると考えられています。秋から冬は渡り
が始まり本病発生の警戒が必要となる時期ですので次のことに注意してください。
家きん※を飼っている場合
　① 渡り鳥や野鳥との接触をさけるため、野外での放し飼いをしないようにしましょう。また、飼育小屋は防
鳥ネット（２㌢角以下）で囲い、野鳥が入らないようにしましょう。

　②飼育小屋を定期的に消毒し、清潔な状態で飼育しましょう。
　③世話をするときには専用の履物、衣服を身に付け、終了後は履物、衣類、手指の消毒をしましょう。
　④家きんの死亡が続くなど異常がみられた場合は、すぐにつがる家畜保健衛生所に連絡してください。
　※ 家きん：鶏、七面鳥、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥など
死亡した野鳥を見つけた場合
　①素手では触らないようにしましょう。
　② 多数の野鳥がまとまって死亡している場合は、つがる市農林水産課または西北地域県民局地域農林水産部
林業振興課にご相談ください。

　③病気以外で死亡した野鳥は、つがる市指定ごみ袋に入れ一般ごみとして処分してください。
【問い合わせ先】つがる市農林水産課　　　　　　　　　　　　　　　　電話42-2111（内線414）
　　　　　　　　西北地域県民局地域農林水産部つがる家畜保健衛生所　電話42-2276
　　　　　　　　西北地域県民局地域農林水産部林業振興課　　　　　　電話0173-72-6613

トラクター・原付などの廃車、名義・住所変更
　現在使用していないトラクター、原付などの車両はありませんか？
　廃車手続き等をしないと、登録されたまま軽自動車税が課税されますので、下記の対象車両がある場合は早
めに市役所税務課または各出張所で手続きをしてください。
対象車両　農耕用：トラクター、コンバイン、田植機、スピードスプレイヤーなど
　　　　　農耕外：フォークリフト、ホイールローダーなど
　　　　　原　付：50㏄～125㏄のバイク
　　　　　※不明なものがあれば税務課までお気軽にお問い合わせください。
手 続 き　手続きは、次のものを持参して税務課窓口へお越しください
　　　　　•使用していない車両がある場合（廃車届）：「ナンバープレート」と「印鑑」
　　　　　•所有者が住所変更している場合（住所変更届）や死亡している場合（名義変更届）：「印鑑」のみ
※手続きは無料です。ただし、ナンバープレートを紛失した場合は100円かかります。
※125㏄を超えるバイクや四輪の軽自動車については、軽自動車検査協会で手続きをしてください。
【問い合わせ先】
　つがる市税務課　電話42-2111 (内線214)　軽自動車検査協会青森事務所　電話050-3816-1831

大震災の影響や厳しい経営でお困りの経営者の皆さん！

「事業再生」に向けた取り組みを
お手伝いします！

　例えば・・・・
•大震災以降、売上げが伸びずに借入金の負担が大きい。
•過剰債務・過剰設備により財務内容が悪化している。
• 事業の継続の見通しはあるが、事業見直し・金融機関調整
が必要。
　その他様々なケースのご相談に応じます。また、ご希望に
添えない場合もあります。
　窓口相談は無料です。秘密は厳守します。お気軽に相談を。
　公益財団法人21あおもり産業総合支援センター
　（http://www.21aomori.or.jp/jigyou/）
　青森県中小企業再生支援協議会（℡ 017-723-1021）
　青森県産業復興相談センター（℡ 017-752-9225）

忘れていませんか？忘れていませんか？
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農業者年金に加入しましょう
●老後の備えは国民年金プラス農業者年金が基本です。
●保険料の全額社会保険料控除の税制優遇措置もあります。
●年金は家族一人一人について準備することが大切です。

若い農業者の皆さんへ 
 保険料の負担が大きいという方は、
政策支援加入で保険料の国庫補助が
受けられます。

政策支援は、国民年金第１号被保険
者等の加入要件に加え、
①39歳までに加入
②農業所得が900万円以下
③ 認定農業者で青色申告者等を満た
せば受けられます。

40歳を超えて政策支援を
受けられない方へ

農業者年金へは、 
①国民年金第１号被保険者で、
（国民年金保険料納付免除者を除く）
②年間60日以上農業に従事し、
③60歳未満の方ならどなたでも加
入できます。

【問い合わせ先】
　つがる市農業委員会　電話25-3820　　　　　ごしょつがる農協　木造総合支店　電話42-2155
　つがるにしきた農協　つがる支店　電話46-2211、森田支店 電話26-3018、富萢支店　電話56-3077

政策支援加入（保険料の国庫補助）で老後の安心を
区
分 必要な要件 国庫補助金額

35歳未満 35歳以上
1 認定農業者で青色申告者

10,000円
（5割）

6,000円
（3割）

2 認定就農者で青色申告者

3
区分1または2の者と家族経営協定
を締結し経営に参画している配偶者
または後継者

4
認定農業者または青色申告者のいず
れか一方を満たす者で３年以内に両
方を満たすことを約束した者 6,000円

（3割）

4,000円
（2割）

5
35歳まで（25歳未満の場合は10年
以内）に区分1の者となることを約
束した後継者

－

加入期間が短くても老後の備えは間に合います
　農業者年金の保険料は月額２万円から６万７千円まで（千円
単位で）加入者が自由に選択できます。また、保険料の額はい
つでも見直しできます。
　加入期間が短くても保険料を増やすことで豊かな老後に備え
ることができます。
※ 脱退も自由ですが、脱退された場合でも脱退一時金としてで
はなく、将来、年金として支給されます。

　－食育推進事業－　 　第４回料理教室
　栄養バランスの良いメニューになっております。たくさんのご参加お待ちしております。
日　時　12月20日（火）9時から13時　　　場　所　松の館調理室
内　容　豚肉のおこわ・ごぼう入り春巻・長いも入りマリネ・味噌汁・ヨーグルトゼリー
参加料　１人500円（当日徴収）　　　　　　持ち物　三角巾、エプロン
定　員　先着28人（市内在住の方）※12月5日（月）までにお申し込みください。
主　催　つがる市食育推進応援隊
【申し込み・問い合わせ先】農林水産課　電話42-2111（内線411）
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カルシウムおにぎり
エネルギー　214㌔㌍、塩分　0.6㌘

梅干し、粉チーズの塩分で充分なため、
握る時の塩は使用しません。カルシウム
豊富で子どものおやつにもおすすめで
す。おやつと聞くと、甘い菓子類やスナッ
ク菓子を思い描きがちですが、子どもの
おやつは食事の一部です。菓子類の過剰
摂取は、肥満や便秘の原因となり、将来
の生活習慣病にもつながります。正しい
食生活は幼児の時から習慣づけることが
大切です。

【材料】4人分
　ごはん ・・・・・４００㌘
　粉チーズ・・・・大さじ2
　スキムミルク・・大さじ2
　白ごま ・・・・・大さじ1
　梅干し・・・・・・・20㌘
　のり・・・・・・・・2枚

【作り方】
　① 　温かいご飯に粉チーズ、スキムミルク、白ごま、たたいた梅干し
をよく混ぜる。

　②　混ぜたご飯をおにぎりにし、海苔を巻く。

防災行政無線放送による情報伝達訓練を実施します
　地震・津波や武力攻撃などの発生時に備え、次のとおり情報伝達訓練を行います。この訓練は、全国瞬時警
報システム（※Ｊアラート）を用いた訓練で、つがる市以外の地域でも様々な手段を用いて情報伝達訓練が行
われます。ご理解とご協力をお願いします。
訓練実施日時　11月29日(火)　11時ごろ
情報伝達手段　防災行政用無線
放 送 内 容　市内一斉に、次のように放送されます。
　　　　　　　　「上りチャイム音」
　　　　　　　→「これは、テストです。」を3回放送
　　　　　　　→「こちらは、防災つがる市です。」
　　　　　　　→「下りチャイム音」
（※ ）Ｊアラートとは、地震・津波や武力攻撃などの緊急情報を、国から人工衛星などを通じて瞬時にお伝え
するシステムです。 【問い合わせ先】総務課　電話42-2111（内線345）

つがーるちゃんカレンダー 無料配布！
 つがるブランド推進会議では、市民の皆さまに2017年カレンダーを限定3,000
枚、無料で配布します。〈サイズ：B2（728㎜×515㎜）、1枚刷り〉
配　布　日　12月14日（水）
場所と時間
　•市役所1階ロビー、稲垣出張所、車力出張所：9時～17時15分
　•つがる出張所（イオンモールつがる柏内）：10時～19時
※先着順お1人様1枚ずつとさせていただき、無くなり次第終了します。
　電話等での予約は受け付けしませんので、ご了承願います。

【問い合わせ先】地域ブランド対策室　電話42-2111（内線426）




